
1,
67

1
1,
69

7
1,
69

5
1,
69

8
1,
67

8
1,
65

7
1,
70

9
1,
81

9

1,
93

3
2,
01

3

企
業

年
金

制
度

の
加

入
者

数
の

推
移

資
料
６
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新
た
な
年

金
の

検
討

に
お
い
て
参

考
と
す
べ

き
各

種
企

業
年

金
の

基
本

的
特

徴

厚
生

年
金

基
金

（
上

乗
せ

部
分

）

確
定

給
付

企
業

年
金

確
定

拠
出

年
金

(企
業

型
)

制
度

開
始

昭
和

4
1
年

平
成

1
4
年

平
成

1
3
年

加
入

者
数

約
4
4
7
万

人
約

7
2
7
万

人
約

3
7
1
万

人

件
数

5
9
5
基

金
1
0
,0
5
3
件

3
,7
0
5
件

資
産

残
高

2
7
兆

8
,5
3
8
億

円
4
1
兆

9
,7
2
1
億

円
5
兆

4
,7
0
0
億
円

分
類

確
定
給
付
型

確
定

拠
出

型

支
給

期
間

終
身
(※

)
有
期
又
は
終
身

基
本
は
有
期

本
人

負
担

原
則
労
使
折
半

（
上

乗
せ

部
分

は
労

使
合
意
で
使
用
者
負
担
増

が
可
能
で
あ
り
、
実
際
に

は
、
使
用
者
の
負
担
割

合
の
方
が
高
い
ケ
ー
ス

が
多
い
。
）

原
則
使
用
者

負
担

(本
人
の
同
意
を
得
て
本

人
負
担
も
可
能
だ
が

、
使
用
者
負
担
を
超
え
て

は
な
ら
ず
、
多
く
は
使
用

者
負
担
。
ま
た
、
本
人
負

担
は
本
人
の
意
思

で
取

り
止
め
可
能
。
)

原
則

使
用

者
負

担

（
平

成
2
4
年

1
月

か
ら
本

人
も
拠

出
可

能
と
な
っ
た

が
、
使
用
者
負
担
を
超

え
て
は
な
ら
ず
、
多
く
は

使
用
者
負
担
。
）

（
※
）
厚
生
年
金
基
金
は
上
乗
せ
給
付
の

1/
2以

上
を
終
身
支
給
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
注
１
）
企
業

年
金
の
数
値
は
、
企
業
年
金

連
合
会
「
企
業
年
金
に
関
す
る
基
礎
資
料
」
（
平
成

23
年

12
月

）
に
よ
る
平

成
22

年
度
の
状
況
。
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確
定

給
付

型
確

定
拠

出
型

○
積

立
金

は
加

入
者

全
員

で
共

有
し

て
お

り
、

加
入

者
間

の
助

け
合

い
（

リ
ス

ク
プ

ー
ル

）
が

可
能

。

○
従

業
員

が
自

ら
運

用
（

運
用

指
図

）
を

行
う

。

○
一

定
の

計
算

式
等

に
よ

り
給

付
水

準
を

先
に

決
め

、
必

要
な

保
険

料
を

後
か

ら
決

め
る

方
式

。
○

給
付

は
、

保
険

料
を

個
人

勘
定

に
積

み
立

て
た

範
囲

内
で

行
う

。

従
来

方
式

ｷ
ｬ
ｯ
ｼ
ｭ
・

ﾊ
ﾞ
ﾗ
ﾝ
ｽ
方

式

○
給

与
の

一
定

割
合

等
で

給
付

を
約

束

○
国

債
利

回
り

等
に

連
動

す
る

形
で

給
付

を
約

束

企
業

型
個

人
型

（
事
業
主
負
担
な
し
）

○
保

険
料

は
事

業
主

負
担

が
基

本

※
事
業
主
負
担
及
び
上
限

額
の
範
囲
内
で
、
本
人
負

担
を
任
意
で
拠
出
可
能

○
保

険
料

は
全

額
本

人
負

担

企
業

年
金

（
事
業
主
負
担
あ
り
）○

保
険

料
（

拠
出

額
）

を
先

に
決

め
る

方
式

。

○
運

用
は

事
業

主
が

行
う

。

現
行

の
企

業
年

金
等

の
類

型

○
事

業
主

は
従

業
員

に
継

続
的

に
投

資
教

育
を

行
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

（
努

力
義

務
）

。
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キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
バ

ラ
ン
ス
方

式
の
概
要

（
出
典
：
坪
野
剛
司
編
『
新
企
業
年
金
』
（
日
本
経
済
新
聞
社
）
）

○
キ
ャ
ッ
シ
ュ
バ
ラ
ン
ス
プ
ラ
ン
は
、
給
付
建
て
の
年
金
と
拠
出
建
て
の
年
金
双
方
の
特
長
を
併
せ
持
つ
年

金
制

度
で
あ
り
、
米

国
で
は

広
く
普

及
し
て
い
る
。

○
キ
ャ
ッ
シ
ュ
バ
ラ
ン
ス
プ
ラ
ン
は
、
給
付
額
が
「
個
人
ご
と
に
あ
る
一
定
の
基
準
に
基
づ
い
て
割
り
当
て
ら

れ
た
額

」
の

累
計

に
よ
っ
て
決

ま
る
点

で
は

従
来

の
「
ポ
イ
ン
ト
制

」
に
類

似
し
て
い
る
が

、
給

付
の

決
定

基
準
に
は
「
利
息
」
の
要
素
が
加
わ
る
。
こ
の
「
利
息
」
は
、
市
場
金
利
等
に
連
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

た
め
、
こ
の

点
で
、
市

場
金

利
に
関

係
な
く
給

付
額

が
決

ま
る
従

来
の

給
付

建
て
の

年
金

と
は

異
な
る
。

た
だ
し
、
連

動
さ
せ

る
「
ル

ー
ル

」
を
規

約
に
定

め
る
必

要
が

あ
る
。

○
給

付
設

計
は

、
仮

想
の

個
人

口
座

を
設

定
し
て
、
例

え
ば

、
各

期
の

給
与

に
一

定
割

合
を
乗

じ
た
額

（
拠
出
ク
レ
ジ
ッ
ト
）
と
、
前
期
末
の
個
人
口
座
の
残
高
に
客
観
的
な
「
指
標
」
に
基
づ
く
利
息
（
利
息
ク
レ

ジ
ッ
ト
）
を
付
利
し
た
も
の
を
繰
り
入
れ
、
支
給
開
始
時
点
ま
で
累
積
し
た
総
額
を
年
金
原
資
と
し
て
年

金
給
付
を
行
う
。
こ
の
拠
出
ク
レ
ジ
ッ
ト
は
、
一
般
的
に
は
企
業
又
は
加
入
者
が
負
担
す
る
掛
金
額
と

は
異

な
る
。

・
拠

出
ク
レ
ジ
ッ
ト
＝
基

準
給
与
×
一
定
率
（
ま
た
は
一
定
額
）

・
利

息
ク
レ
ジ
ッ
ト
＝
前

期
末
仮
想
口
座
残
高
×
指
標
利
率

・
当
期
末
仮
想
口
座
残
高
＝
前
期
末
仮
想
口
座
残
高
＋
拠
出
ク
レ
ジ
ッ
ト
＋
利
息
ク
レ
ジ
ッ
ト

・
給

付
金
額
（
年
金
原
資
）
＝
退
職
時
仮
想
口
座
残
高
×
勤
続
年
数
別
支
給
率
等

・
年

金
給
付
額
＝
年
金
原
資
÷
規
約
で
定
め
る
数
値

19



（
参

考
）

キ
ャ

ッ
シ

ュ
バ

ラ
ン

ス
方

式
の

給
付

設
計

と
財

政
運

営
の

イ
メ

ー
ジ

給
付

設
計

・
・
・

仮 想 個 人 勘 定

毎
月
の
付
与
（
※
１
）

指
標
で
付
利
（
※
２
）

○
仮
想
個
人
勘
定
÷
現
価
率
で
年
金
化

・
利
率
、
死
亡
率
の
仮
定
（
※
２
）

○
毎
年
年
金
額
を
改
定
す
る
こ
と
も
可
能

財
政

運
営

○
給

付
に

要
す

る
費

用
の

予
想

、
運

用
収

入
の

予
想

等
を

踏
ま

え
て

掛
金

設
定

（
※

２
）

○
少

な
く

と
も

５
年

に
一

度
財

政
再

計
算

を
実

施
○

決
算

・
財

政
検

証
、

給
付

設
計

見
直

し
の

必
要

性
の

検
討

、
償

却
計

画
の

作
成

な
ど

※
１
．
各
月
の
付
与
は
掛
金
と
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

※
２
．
指
標
、
年
金
化
の
現
価
率
計
算
の
予
定
率
、
掛
金
計
算
（
財
政
運
営
）
上
の
予
定
利
率
な
ど
は
、
一
致

す
る
と
は
限
ら
な
い
（
合
理
的
で
あ
れ
ば
異
な
る
設
定
で
良
い
）
。

（
例

）
○

指
標

は
国
債
利
回
り
に
連
動
（
上
限

2％
、
下
限

0.
5％

）
○

国
債

利
回
り

1％
＜
想
定
利
回
り

1.
5％

→
  1

.5
％

の
想

定
利
回
り
で
は
な
く
、

1％
の

国
債

利
回

り
に

よ
り
給

付
水

準
を
計

算
※

国
債

利
回
り
が

0.
5％

を
下

回
っ
て
も

0.
5％

は
保
証

（
例

）

○
年

金
額

を
計

算
す
る
際

の
利

率
も
、
指

標
と
同

様
国

債
利

回
り

に
連

動

（
例

）
○

保
険

料
を
設

定
す
る
際

の
想

定
利

回
り

1.
5％
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確
定

給
付

型
年

金
の

「
従

来
方

式
」

と
「

キ
ャ

ッ
シ

ュ
･
バ

ラ
ン

ス
方

式
」

の
比

較

確
定
給
付
型

（
従
来
方
式
）

確
定
給
付
型

（
ｷ
ｬ
ｯ
ｼ
ｭ
・
ﾊ
ﾞ
ﾗ
ﾝ
ｽ
方
式
）

○
給
与
の
一
定
割
合
等
に
よ
り
給
付
水
準
を
約
束
。

（
給
付
水
準
は
、
運
用
利
回
り
と
関
係
な
し
）

○
保
険
料
率
は
、
一
定
の
運
用
利
回
り
を
想
定
し
た
上

で
、
必
要
な
率
を
設
定
。

（
例
）
想
定
利
回
り

1
.
5
％

○
市
場
環
境
の
悪
化
等
に
よ
り
、
運
用
実
績
が
想
定
運

用
利
回
り
を
下
回
っ
た
場
合
に

は
、
給
付
水
準
が
固
定
さ

れ
て
い
る
た
め
、
積
立
不
足
が

生
じ
る
。

（
例
）
運
用
実
績

1
％

＜
想
定
利
回
り

1
.
5
％

○
積
立
不
足
は
、
事
業
主
の
追
加
拠
出
で
解
消
す
る
必

要
が
あ
る
。

○
国
債
利
回
り
等
の
客
観
的
指
標
（
上
限
・
下
限
の
設

定
も
可
能
）
に
連
動
さ
せ
る
形
で
、
給
付
を
約
束
。
給
付

水
準
は
、
仮
想
勘
定
を
設
け
て
個
人
別
に
管
理
。

（
例
）
国
債
利
回
り
に
連
動
、
上
限
2
％
、
下
限
0
.
5
％

○
保
険
料
率
は
、
一
定
の
運
用
利
回
り
を
想
定
し
た
上

で
、
必
要
な
率
を
設
定
。

（
例
）
想
定
利
回
り

1
.
5
％

○
市
場
環
境
が
悪
化
し
た
場
合
に
は
、
加
入
者
に
つ
い

て
も
受
給
者
に
つ
い
て
も
国
債
利
回
り
等
に
連
動
し
て
給

付
水
準
が
変
動
（
減
少
）
す
る
。

（
例
）
国
債
利
回
り
1
％

＜
想
定
利
回
り
1
.
5
％

→
1
.
5
％
の
想
定
利
回
り
で
は
な
く
、
1
％
の
国
債
利
回
り

に
よ
り
、
給
付
水
準
を
計
算

※
国
債
利
回
り
が
0
.
5
％
を
下
回
っ
て
も
、
0
.
5
％
を
保
障
。

○
積
立
不
足
発
生
の
リ
ス
ク
、
す
な
わ
ち
事
業
主
の
追

加
拠
出
の
リ
ス
ク
が
小
さ
い
。

メ
リ

ッ
ト

デ
メ

リ
ッ

ト

運
用
実
績
が
想
定
利
回
り

を
下
回
れ
ば
、
積
立
不
足

が
発
生
し
、
事
業
主
の
追

加
拠
出
（
追
加
の
税
負

担
）
が
必
要
と
な
る
。

給
付
水
準
の
設
定
方
法

が
、
現
行
の
職
域
部
分

と
同
様
で
あ
り
、
予
測

が
容
易
で
、
分
か
り
や

す
い
。

メ
リ

ッ
ト

デ
メ

リ
ッ

ト

毎
年
の
国
債
利
回
り
等
の

変
動
に
よ
り
、
給
付
水
準

が
変
化
す
る
た
め
、
事
前

に
予
測
を
立
て
る
こ
と
が

困
難
。

給
付
水
準
が
国
債
利
回
り

等
に
連
動
す
る
た
め
、
市

場
環
境
が
悪
化
し
た
場
合

に
も
積
立
不
足
の
リ
ス
ク

が
小
さ
い
。
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キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
バ

ラ
ン
ス
方

式
の

採
用

状
況

・
利

率
等

（
出

典
：
人

事
院

調
査

）

表
１

企
業

規
模

別
キ
ャ
ッ
シ
ュ
バ

ラ
ン
ス
プ
ラ
ン
の

採
用

状
況

表
２

キ
ャ
ッ
シ
ュ
バ

ラ
ン
ス
プ
ラ
ン
の

利
率

設
定

の
状

況

表
３

キ
ャ
ッ
シ
ュ
バ

ラ
ン
ス
プ
ラ
ン
の

利
率

設
定

の
基

準
を
国

債
と
し
て
い
る
場

合
の

国
債

の
種

類
別

平
均

利
回

り
算

定
の

状
況
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公
務

の
特

殊
性

と
の

関
係

等
の

検
討

給
付

設
計

（
再

掲
）

支
給

期
間

相
互

扶
助

（
リ
ス
ク
・
プ
ー
ル

）

公
務

の
特

殊
性

と
の

関
係

確
定
給
付
型

（
従

来
方

式
）

あ
ら
か
じ
め
決
め

ら
れ

た
計

算
式

等
に
よ
り
給
付

終
身

又
は

有
期

加
入
者
同
士
の
相
互
救

済
の
観
点
か
ら
、
終
身
給

付
が

必
要

な
公

務
上

障
害

・
遺

族
年

金
を
保

険
料

財
源

で
行

う
こ
と

が
可
能
（
現
行
は
全
額
公
費
で

負
担
）

ま
た
、
保
険
原
理
に
よ
り
長

寿
リ
ス
ク
を
分
散

反
社

会
的

な
行

為
が

あ
っ
た

場
合
の
支
給
停
止
措
置
（
資

料
３
参

照
）
を
盛

り
込

む
こ
と
に

よ
り
、
退
職
後
の
服
務
規
律
維

持
（
例
：
守
秘
義
務
は
終
身
）
に

資
す
る
（
注

1
）

確
定
給
付

型
（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

バ
ラ
ン
ス
方
式
）

仮
想

個
人

勘
定

（
付

与
額

＋
利

子
）

を
ベ
ー
ス
に
給
付

→
市

場
金

利
に

連
動

確
定
拠
出

型
個

人
勘

定
（
掛

金
＋

利
子

）
の

範
囲

内
で
給

付

多
く
は

有
期

一
般
的
に
、
個
人
勘
定
に
帰

属
し
た
も
の
を
他
の
加
入
者
の

給
付
に
回
す
こ
と
は
困
難

※
規
約
に
よ
っ
て
は
終
身
年
金
の
保
険

が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る

一
般
的
に
、
個
人
勘
定
に
帰
属

し
た
も
の
を
支
給
停
止
す
る
こ
と

は
困
難

公
務
員
に
つ
い
て
は
、
金
融
商

品
取
引
法
上
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー

取
引
禁
止
に
加
え
、
所
属
行
政

庁
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
こ
と
の
あ

る
別
途
の
運
用
規
制
と
の
関
係

に
留
意
が
必
要

注
１
）
現
行
の
職
域
部
分
は
、
禁
錮
以
上
の
刑
又
は
懲
戒
処
分
を
受
け
た
際
、
事
業
主
負
担
に
相
当
す
る
部
分
の
全
部
又
は
一
部
が
支
給
停
止
さ
れ
る
。
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